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�住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適正な価格（市場価格を超える高額な価格）や無理やりに販売
を行う業者にご注意ください。
�消防署員、団員が訪問販売をすることはありません。また、消防署
員のような服装で訪問販売をする業者がいますので、ご注意ください。
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�少しでも「おかしい？」と思ったら、消防署または消費者協会・消
費者センターなどにご相談ください。
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◆新築住宅　平成18年6月1日から 　◆既存住宅　平成20年6月1日から
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�火災警報器には、煙式と熱式がありま
す。異常を感知すると、音声で警報を発
します。�基本的に「煙式」を設置します。
�国の鑑定マークがついているものを推
奨しています。
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（放火自殺等を除く）

�������　
当別消防署消防課予防係（�23－2537）
住宅用火災警報器相談室
（フリーダイヤル�0120－565－911）
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１階以外に寝室がある場合に
は、設置が必要です。（煙式）
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調理する部屋には、設置が必
要です。（煙式または熱式）
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就寝に使用する部屋には、設
置が必要です。（煙式）
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※ここに記載した住宅は一例で
す。設置などに関する詳細は、
消防署にお問い合わせください。

寝室として使用する場合に
は、設置が必要です。（煙式）
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　８時以降に出されたごみは、収集ルートにより回
収出来ない場合がありますので、必ず時間を守りま
しょう。なお、収集日以外にごみを出すと、ごみの
飛散や不法投棄、冬期間は除雪の支障になりますの
で、絶対に止めましょう。
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　ごみを野外で燃やしたり、基準を満たさない小型
焼却炉などで焼却することは、法律で禁止されてい
ます。これに違反した場合は、５年以下の懲役もし
くは１千万円以下の罰金、または、この両方が科せ
られることになりますので、絶対に止めましょう。
　焼却行為を見つけたときには、警察または、役場
環境対策課へ連絡してください。

����　環境対策課環境対策係（�23－2503）
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資源物に異物が混入してい
るとリサイクル業者が回収
しないので、手作業で分別。

資源物として扱えないもの
や汚れがひどいものは、取
り除かれます。

回収ボックスにできるだけ
たくさん入るように資源物
はつぶしてください。

資源物として回収できるも
ののみを、回収ボックスに
入れます。

回収ボックスが一杯になっ
たら、リサイクル業者が回
収します。
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